
人 円

控 除 す る 金 額 の 計 算

所得税等の額 ①

第
七
号
様
式
（

提
出
用
・
控
用
）

円

控除対象所得税額等相当額又は
個別控除対象所得税額等相当額

有　・　無

事業年度又は

連結事業年度

外国関係会社に係る控除対象所得税
額等相当額及び個別控除対象所得税
額等相当額の控除に関する明細書
（その１）

政令第９条の７第７項ただし書の規定の適用の有無

国税の控除額　　　　　③＋④ ⑤
円

控除対象所得税額等相当額又は個別控除
対象所得税額等相当額のうち⑤の額を
超える額　　　　　　　　②－⑤

⑥

⑦

控除する金額（⑥若しくは⑦のうち少ない額又は
⑬）

⑧地方法人税の控除額 ④

事 務 所 又 は 事 業 所
 従業者
 数又は
 補正後
 の従業
 者数

②

各 道 府 県 ご と に 控 除 す る 金 額 の 明 細

控 除 す べ き 金 額
各道府県ごとに算
定した法人税割額

円

法人税の控除額 ③ 道府県民税の法人税割額　　　　⑫

各道府県ごとに

控 除 す る 金 額

（ ⑨ 又 は ⑩ の

う ち 少 な い 額 ）
名 称 所 在 地

⑨ ⑩ ⑪

円

合 計
⑫ ⑬

・　　　　　　　　・

・　　　　　　　　・

法
人
名



地方法人税の控除額 ④

法人税の控除額 ③

所得税等の額 ①
円

政令第９条の７第７項ただし書の規定の適用の有無 有　 ・　 無

控 除 す る 金 額 の 計 算

有　 ・　 無

法
人
名

額等相当額及び個別控除対象所得税 事業年度又は

各 都 道 府 県 ・ 市 町 村 ご と に 控 除 す る 金 額 の 明 細

外国関係会社に係る控除対象所得税

控除対象所得税額等相当額又は
個別控除対象所得税額等相当額

②

国税の控除額　　　　　③＋④ ⑤

控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所
得税額等相当額のうち⑤の額を超える額は上段に、
⑤と⑦の合計額を超える額は下段に

⑥
円（イ）

（ロ）

円 円円
⑭⑫

各市町村ご
とに算定した
法人税割額

各市町村ご
とに控除する
金額（⑬又は
⑭のうち少な
い額）

⑮

特
別
区

小　　　　　　　　　　　　　　　計

各都道府県
ごとに控除す
る金額（⑩又
は⑪のうち少
ない額）

特

別

区

以

外

⑬

所 在 地

事 務 所 又 は 事 業 所

⑩ ⑪

各都道府県
ごとに控除
すべき金額

各都道府県
ごとに算定し
た法人税割
額

⑱(⑨(ｲ)－⑯)

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計
⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔

⑲(⑨(ﾛ)－⑰)

㉕

⑰

（その２）
額等相当額の控除に関する明細書

⑯

連結事業年度

各市町村ご
とに控除す
べき金額

名 称

政令第48条の13第８項ただし書の規定の適用の有無

 従業者
 数又は
 補正後
 の従業
 者数

人人

 従業者
 数又は
 補正後
 の従業
 者数

円 円 円

第
七
号
様
式
（

提
出
用
・
控
用
）

⑦

⑧

⑨

道府県民税の法人税割額　　㉑

市町村民税の法人税割額　　㉔

控除する金額（⑥（イ）若しくは⑦のうち少ない
額又は㉒は上段に、⑥（ロ）若しくは⑧のうち少
ない額又は㉕は下段に）

（イ）

（ロ）

・　　　　　　　　・

・　　　　　　　　・



(1) 　「所得税等の額①」の欄は、法人税の明細書（別表 17（３の 12）付表）の (5)の欄の金額を記載すること。

　「控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額②」の欄は、法人税の明細書（別表 17（３の 12）付表）の
(31)の欄の金額を記載すること。

(2)

　「地方法人税の控除額④」の欄は、地方法人税の申告書（別表１）の (8)の欄の金額又は地方法人税の明細書（別表２付表）の
(12)の欄の金額を記載すること。

(6) 「各市町村ごとに算定した法人税割額⑭」の欄は、第 20号様式の「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその
法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額
又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄附金税額控除額⑦」の欄の金
額を控除した金額を記載すること。

(平30省令42・追加)

(3) 　「法人税の控除額③」の欄は、法人税の明細書（別表 17（３の 12））の (3)又は (11)の欄の金額を記載すること。

(4)

(5) 「各都道府県ごとに算定した法人税割額⑪」の欄は、第６号様式の「法人税割額⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金
税額控除額⑧」の欄の金額を控除した金額を記載すること。

　内国法人が法第 53条第 25項及び第 321条の８第 25項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載するこ
と。

第７号様式記載要領
１ この明細書は、内国法人が法第 53条第 24項及び第 321条の８第 24項の規定の適用を受ける場合に記載し、東京都内に事務所

又は事業所を有する内国法人が東京都に提出する第６号様式の申告書又は第 10号の３様式の更正請求書に添付する場合は（そ
の２）により、それ以外の場合は（その１）によること。なお、（その２）は（その１）に代えて使用して差し支えないものであること。

２ 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第６号様式の申告書又は第 10号の３様式の更正請求書に添付する場合
には、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。

４ 　(その２)の記載に当たっては、次によること。

３ 　(その１)の記載に当たっては、次によること。

(1) 　「所得税等の額①」の欄は、法人税の明細書（別表 17（３の 12）付表）の (5)の欄の金額を記載すること。

(4) 「地方法人税の控除額④」の欄は、地方法人税の申告書（別表１）の (8)の欄の金額又は地方法人税の明細書（別表２付表）の
(12)の欄の金額を記載すること。

(5) 「各道府県ごとに算定した法人税割額⑩」の欄は、第６号様式の「法人税割額⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税
額控除額⑧」の欄の金額を控除した金額を記載すること。

(2) 「控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額②」の欄は、法人税の明細書（別表 17（３の 12）付表）の
(31)の欄の金額を記載すること。

(3) 　「法人税の控除額③」の欄は、法人税の明細書（別表 17（３の 12））の (3)又は (11)の欄の金額を記載すること。
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